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お役立ち情報を毎週配信致します！ 是非ご活用ください！ 

 

 『困ったなぁ』『どうしよう』 

そのお悩みをお聞かせください。    

☎丹生川 78-2002／☎上宝 86-2354 

 高山北商工会本所 
TEL：0577-72-4130 

FAX：0577-72-4514 

ＥＣサイト新規構築等事業費補助金の募集 

岐阜県では、実店舗での売上が減少した県産品を販売す

る県内中小企業者等の非対面ビジネスモデルへの対応を支

援するため、ＥＣ（電子商取引）の自社サイトを新規構築

又は改修する事業に対し必要な経費の一部を支援します。 

申請にあたっては、必ず交付要綱及び募集案内等をお読

みください。 

●対象事業者：県内中小企業者で、県内に岐阜県産品を販

売する実店舗を運営していること。 
※商業：従業員5人以上、製造業：従業員20人以上の企業

が対象です。 

小規模事業者は当補助金の対象外となります。 

小規模事業者の方でECサイト構築をお考えの場合は、小規

模事業者持続化補助金等での対応が可能ですので経営指導

員にご相談ください。 

●補助対象事業 

①ＥＣサイト新規構築事業、②ＥＣサイト改修事業 
※①②ともに販売する商品の50％以上を県産品が占めること

などの条件があります。 

●補助率・補助金額 

①ＥＣサイト新規構築事業  

補助率：3/4以内、補助金上限：750千円  

②ＥＣサイト改修事業  

補助率：2/3以内 補助金上限：300千円  

●申請受付期間： 8月18日(火)～9月18日(金) 

●提出先・お問合せ 

ぎふネットショップ総合支援センター 

〒503-0807 岐阜県大垣市今宿６－５２－２６ 

  ソフトピアジャパン ドリーム・コア １階101号室 

TEL： ０８０－１５９２－１９９５ 

メールアドレス ec-support@mb.ginet.or.jp 

●参照ホームページ（岐阜県HP） 
https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo-

shinko/c11370/ec-hojokin.html 

「商標」についての相談ありませんか？ 

 
新型コロナウイルス感染拡大により、新たにインターネ

ットでの商品販売を始められた事業者様が多くなっていま

す。ネットでの販売では、店舗での販売と異なり、ショッ

プ名や商品名が関係する商標権のトラブルに巻き込まれる

可能性も高くなります。 

INPIT 岐阜県知財総合支援窓口では、このような商標ト

ラブルに関する相談を無料で受け付けています。商標権の

トラブルや取得に関する相談だけでなく、商標についてわ

からないので知りたい、勉強したいという方でも結構で

す。まずは商工会経営指導員にお気軽にご相談ください。 

 
持続化給付金 サポートセンター閉所のご案内 

 持続化給付金申請について、ご自身で電子申請を行うこ

とが困難な方のために 5 月 24 日から飛騨世界生活文化セ

ンターにて持続化給付金サポートセンターが開設されてお

りましたが、8 月末をもって閉所されますのでご案内いた

します。持続化給付金は、ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響により今年 1 月

～12月までの1カ月の間において売上が昨年同月対比50％

以上減少している事業者が対象となります。該当されご自

身で電子申請を行うことができない方は、8 月末までにサ

ポートセンターをご利用ください。 

なお、事前に電話又はインターネットにて来場予約が必要

です。 

◆電話予約＝コールセンター0120-115-570 会場番号2107 

◆下記のリンクからインターネットで予約できます。 

https://reservation1.jizokuka-kyufu.jp/reserve?id=a0I2w0000000xze 

商工会 HP リニューアル！ 

 当会HPを新しくリニューアルしました！ 

 補助金・助成金情報や経営に資する有益な情報などがタ

イムリーにご覧いただけるようになりました。 

是非ご覧いただきご活用ください。 

●高山北商工会HP            

http://www.gifushoko.or.jp/takayamakita/ 

感染防止対策実施ステッカーご活用下さい！ 

 岐阜県が発行する標記のステッカーの申込期限が8月31

日までとなっております。ステッカーにより①事業者は感

染防止の意識が高まる、②利用者は安心して利用できると

いった効果が期待されますので、是非ご活用ください。 

【対象事業者】小売店・サービス業者などすべての事業者 

【手続方法】申込書・宣誓書を高山市健康推進課まで郵送 

●詳細・申請様式ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞは岐阜県HPを参照ください。 

mailto:ec-support@mb.ginet.or.jp
https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo-shinko/c11370/ec-hojokin.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo-shinko/c11370/ec-hojokin.html
https://reservation1.jizokuka-kyufu.jp/reserve?id=a0I2w0000000xze
http://www.gifushoko.or.jp/takayamakita/

